
韓国の FTA 推進戦略と東アジア地域主義 1）

―日韓 FTA と米韓 FTA を中心に―

朴　　　　昶　建

はじめに

1．分析の枠組み―地域政府間協働

2．韓国のFTA推進戦略に対する批判的検討

3．日韓FTA―地域政府間の協働によらない状況的地域主義

4．米韓FTA―地域政府間協働を超えた脱地域主義

おわりに

− 149 −

《論文》

はじめに

　自由貿易協定（FTA：Free Trade Agreement）とは、特定国家間で排他的な貿易特恵

を与え合う協定であり、最も緩やかな形態の経済統合である。一般的に FTA は地理的に

隣接する 2 カ国またはそれ以上の国家が、対等な条件で経済的利益を追求することを目的

に、同盟もしくは連携を通じて加盟国家間で差別のない経済統合体を形成することを目

標としている。このような FTA は世界的な広がりや質的な深化だけでなく、地域主義を

基盤とする既存の FTA と連携した地域貿易協定 (RTA：Regional Trade Agreement) の

活性化など、世界政治経済の主要な軸として展開されている。ここで確認すべきことは、

FTA が必ずしも地理的に隣接した国家間においてのみ成立するものではないということ

である。FTA の推進背景には、複雑な国際力学の構図の中で政治同盟を確保しようとす

る戦略的動機が強く作用するからである。

　近年、韓国では世界貿易機関（WTO：World Trade Organization）を中心とする多国

間自由貿易主義の推進と東アジア地域を中心とする地域主義の発展という、相互補完的な

流れが共存している。更に、急変する新しい世界貿易秩序に対応し、先進国中心の地域経

済圏形成に対応するための対外通商政策の主要な戦略として FTA を採択している。その

結果、外交通商部通商交渉本部は 2003 年 9 月、「自由貿易協定（FTA）推進ロードマップ」
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という報告書を作成し、FTA を先進通商国家に仲間入りするための手段として活用して

いることを明らかにしている２）。同報告書によると、韓国の FTA 戦略は経済的・政治的

効果を極大化し、市場の確保と生産性向上を実現するため、巨大・先進経済圏との FTA

を推進するという基準で相手国を定めている。これは韓国政府が、国際通商外交での高い

海外依存度と FTA 未締結による不利益を最小化するための安定的海外市場の確保が避け

られないという面と、能動的な市場開放と貿易自由化による韓国の全般的なシステムの先

進化と経済構造の体質改善を図らねばならないという面を同時に考慮していることを意味

する３）。

　第 2 節で具体的に考察することになるが、韓国は FTA の世界的広がりに対応し、「同

時多発化」に基づき FTA を積極的に推進している。韓国は 2004 年 4 月にチリ、2006

年 3 月 に シ ン ガ ポ ー ル、2006 年 9 月 に 欧 州 自 由 貿 易 連 合（EFTA：European Free 

Trade Agreement）４）と FTA を発効した。また 2007 年 6 月にはアセアン（ASEAN：

Association of Southeast Asian Nations）と商品貿易分野で FTA の発効を履行してお

り、アメリカとは 2007 年 4 月に FTA 交渉が妥結し、2007 年 6 月中旬から追加交渉が進

められ、6 月末にはこれも妥結した。更に韓国はメキシコ、カナダ、インド、日本、EU

（European Union）等 41 カ国・地域とも交渉を進めており、中国、南米共同体 (MERCOSUR：

Mercado Comun del Cono Sur)、湾岸協力会議（GCC：Gulf Cooperation Council）とも

FTA を推進する予定である。

　特に注目すべきは、韓国が中長期的に東アジア、EU、米州自由貿易地域（FTAA：

Free Trade Area of the Americas）を結ぶ FTA ハブ国家をめざそうとしている点である。

これは盧武鉉政権の 3 大国政目標のひとつである「平和と繁栄の東アジア時代の具現」と

いう理念に基づき FTA を、東アジア地域主義の発展を促進すると同時に新自由主義的世

界化の圧力に効果的に対応するための戦略的手段として活用していることを意味する。

　その場合、次のような疑問が提起される。「韓国の FTA 戦略は本当に東アジア地域主

義の発展に寄与しているのか」ということである。これに対して盧武鉉政権は、韓国の

FTA 戦略は東アジアの協力と発展に貢献できると表明している。東アジアの発展は米韓

FTA 締結を通じて更に活性化され、これが中国と日本を刺激し、両国が競って韓国にア

プローチするようになるため、韓国を中心とする FTA ネットワークが東アジアで形成さ

れるものと考えている。しかし、この件についての具体的な言及がないため、東（北）ア

ジア経済共同体建設のための FTA 戦略と連携した盧武鉉政権の地域戦略に対して強い疑

問を抱かざるを得ない。こうした流れの中で FTA が RTA を含む地域制度化を促進する

重要な媒介として登場していることは否定できない事実であるが、国家戦略とアプロー

チの仕方によっては、地域主義の発展に逆行する可能性がある。なぜならば、大部分の

FTA 推進国家は当面の国益だけに重点を置き、優先的に巨大先進経済圏との FTA を推

進するという、狭小かつ単線的な新自由主義的思考から抜け出せないからである。
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　本研究は、韓国の FTA 推進戦略が東アジア地域主義発展と繁栄を促進するよりも、む

しろ亀裂と対立を深めるかたちで進められていることを論議している。論争の焦点は、地

域―統合主義的観点から日韓 FTA と米韓 FTA が東アジア地域主義の発展にどのような

意味をもつのかを明らかにすることである。本研究をより体系的に分析するために、次

のような順序で論議を進めていく。まず、次節では FTA に関しての既存の理論を比較・

考察し、その限界を指摘した後、「地域政府間協働」という理論的概念に基づき、東アジ

ア地域主義の展開における韓国の FTA 推進戦略の問題点を指摘する。第 2 節では米韓

FTA の推進状況を振り返り、批判的な視点から推進戦略の問題点を指摘する。第 3 節で

は日韓 FTA の事例を通じて韓国が地域政府間協働なしに状況的地域主義に便乗している

ことを指摘し、FTA 推進戦略の問題点を論議する。第 4 節では米韓 FTA 事例を通じて

韓国が地域政府間協働を超えた脱地域主義に便乗することを指摘し、FTA 推進戦略がど

のような意味を持つのかについて論議する。最後に結論として、韓国の FTA 推進戦略に

ついての全般的な評価を行う。

1．分析の枠組み―地域政府間協働（Regional Intergovermental Collaboration）

　国際政治学（IP：International Politics）或いは国際政治経済学（IPE：International 

Political Economy）を専攻する多くの研究者たちは世界化（globalization）を、形成され

た制度、規則そして（非）政府政治行為者間の社会的相互作用によって形成された経済的

産物だと説明しており、また地域主義（regionalism）を、域内の経済的相互依存と統合

を強化する地域化に対応しつつ、政治的主体の交渉、調整、そして協調による地域統合の

制度化を目指す政治的産物だと定義している５）。このような点で、FTA は世界政治経済

秩序の再編に関与する国家間の政策的協働と相互依存を通じて世界化と地域主義の間の均

衡点を探る試みである。

　現実主義者たちは、構成国経済の発展段階、政治体制の違い、文化的背景の多様性など

を理由に「地域」よりも「国家」の発展を追求するが６）、本研究は規範的価値の重要性と

制度化された協働の必要性を強調しつつ、東アジア「地域」の発展が直ちに域内「国家」

の繁栄を促進するという観点から論議を展開している。東アジア諸国が地域主義の発展を

通じて達成しようとする目標は、地域の経済統合、制度化、共同体構築などの制度化され

た協働の機能的効率を高めることにより、勢力を増しつつあるアングロ - アメリカン方式

の世界化圧力に効果的に共同対応しようとするところにあった。これは世界政治経済秩序

がアメリカ主導の一元主義から北米、ヨーロッパ、そして東アジアという地域を中心に多

元的に展開されているという地域主義発展の必要性を示唆している。

　最近の東アジアにおける地域主義の展開において、域内国家の FTA 推進形態は非常に

多様である。例えば、GATT/WTO に基づき世界化を目指す開放主義７）、国内政治の多元
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的モデルである利益集団の変数に基づいて自国の利益を反映する保護主義８）、自由主義の

機能性と保護主義の多元性を折衷して対外通商戦略に反映する補完主義９）がその主要な流

れである。こうした既存の論議は、FTA と地域主義に関連した具体的な分析のための理

論の枠組みを示すよりも、理念的論争に焦点が置かれたものが大部分である。

　本研究は韓国の FTA 戦略が東アジア地域主義の発展を阻害しているという仮説を設定

し、日韓 FTA と米韓 FTA の事例を通じて推進戦略の問題点を指摘しようとするもので

ある。そのため本研究は地域‐統合主義的観点から、ラベンヒール 10）により提唱された「地

域政府間協働（regional intergovernmental collaboration）」という理論的概念を、域内の

政治行為者たちによる地域政府間協働「なし」もしくは「超えた」形での FTA 推進戦略

が、東アジアにどのようなかたちで反映されているのかを明らかにする分析の枠組みとし

て活用する。本研究では「地域政府間協働」とは、域内の経済・社会的利害関係が政治過

程を通じて地域統合を目指す政府間の、政策的相互依存が地域の制度として現れる過程と

定義する。地域政府間協働は、機能主義的アプローチと構成主義的アプローチの問題点を

補完しつつ地域統合に対してより体系的で明瞭な枠組みを提供しているという点で理論的

に非常な長所を備えていると言える 11）。地域政府間協働の核心は地域統合が、利益の結実、

政府間の駆け引き、そして執行という過程を通じて制度化された地域共同体の設立を促進

するという点である 12）。このような観点から地域政府間協働は、地域的基盤を基に RTA、

地域結束力、地域共同体などのような域内メカニズムの発展のため、政府間の制度的な交

渉を通じて創り出される政治的行為である。ここで確認すべきことは、FTA 推進戦略に

おいて地域政府間協働が包括している機能的役割に対する理解である。

　第一に、地域政府間協働は RTA の拡散を促進する。RTA は多国間主義に優先する対

外通商政策であり、地域政治経済（inter-regional political economy）時代の到来に備え

るという趣旨から論議されている。これは、RTA が地域政府間の政治経済複合体―多国

間政治経済共同体―世界政治経済統合へと発展する、多層的かつ並列的な国際政治経済秩

序の構築を促進する役割を果たしていることを意味する。RTA の拡散は、地理的に隣接

した域内国家間に比較優位が存在する貿易関係から形成される自然的経済協力体が主流で

あったが、最近では地域間、もしくは地域を越えた経済協力体も徐々に増えつつある傾向

にある 13）。なぜならば、地域を中心とする多国間主義的経済協力体が形成されると、脱地

域主義的な政府間協働の中で地域主義に力動性が付加されるだけでなく、地域主義を加速

化させる可能性もあるからである。このような傾向は、RTA が地域間対立という面より

も、地域間相互補完という面の対外通商戦略的機能を果たしていることを意味する。しか

し、ここで指摘したいのは、地域政府間協働に基づいて成立した RTA が地域主義の発展

をより具体化する役割を果たすということだ。

　バラッサ 14）は「地域」単位を基礎にして、政府間協働を通じて形成された RTA を、

①自由貿易地域（FTA：Free Trade Area）②関税同盟（customs union）③共同市場



− 153 −

韓国の FTA 推進戦略と東アジア地域主義

（common market）④経済同盟（economic union） ⑤完全経済統合（complete economic 

integration）の 5 段階に分けて説明している。このような観点から見ると、東アジア諸国

は域内政府間協働に基づく東アジア自由貿易協定（EARTA：East Asian Regional Trade 

Agreement）の設立を目指している。谷口 15）は東アジア地域主義の制度化の可能性につ

いて、EARTA が「東アジア経済ゾーン」から「東アジア経済団体」に発展し、究極的に

は一つに統合された「東アジア経済ブロック」の設立へ進展するものと見ている。すなわ

ち東アジア諸国は地域政府間協働を通じて市場 ‐ 基盤から制度―基盤の地域主義へとシ

フトしているのである。

　第二番目は、地域政府間協働は地域結束力を形成させる。地域結束力は、地域主義発展

を目指す域内政府間協働を通じて、制度化された地域協働を構築しようとする基盤の「着

手、調整、そして移行」を展開する原動力となる 16）。特に、地域結束力は、地域単位の

FTA 推進過程で形成される地域主義のアイデンティティに関する説明を可能にする。こ

れは地域間の国家関係に基づいて形成された外部的変数と域内国家関係に基づいて形成さ

れた内部的変数を通じて、より具体的に検討することができる。例えば、東アジア地域主

義は独特な発展過程を経てきたため地域の結束に対して、次のような二つの構造的ジレン

マに直面している。まず一つは、適切な制度化と政治的意思による地域結束力を明示しよ

うとすればするほど域内国家間の主導権争いや葛藤が深化する状況的地域主義へとシフト

してしまうという点。二つ目は地域結束力に対する欲求が高くなるほど域外国、中でも特

にアメリカの干渉や介入を受けて、脱地域主義化に流されてしまう傾向が強いという点で

ある。

　FTA が東アジア経済統合を促進する重要な手段として登場し、その具体的な内容は交

渉に参加する国家間の複雑な相互作用を経ながら慎重に対応しているが、多くの東アジ

ア国家は地域結束力に基づいた政府間協働を強化させようとする東アジア自由貿易地域

（EAFTA：East Asian Free Trade Area）の設立に強い意欲を見せている。EAFTA の

設立に関する論議は 2000 年 11 月、シンガポール ASEAN ＋３首脳会談で初めて行われ、

2001 年 10 月、東アジアビジョングループ（EAVG：East Asian Vision Group）から具体

的な提案がなされた。このような EAFTA の設立には、域内諸国において地域貿易統合

を後押しするための政策的整備が必要である。従って東アジア諸国は地域経済統合の進展

を市場だけに委ねるのではなく、地域政府間協働を通じて政策的共助を行いつつ持続的に

進めるべきである 17）。

　三つ目は、地域政府間協働は地域共同体の構築を促すという点である。地域共同体は地

域の社会化を理解しようとする理念、規範、アイデンティティを通じて域内国家間の文化

的共通点を発見しようとする試みであるだけでなく、域内諸国の位置づけを公式に整えよ

うとする政策調整と相互依存を増進させる制度化された協力のかたちである。東アジア共

同体に関する論議は 2001 年 11 月、EAVG の報告書「東アジア共同体を目指して：地域
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の平和、繁栄、そして発展」を通じて公式に提起された。同報告書によると、東アジアの人々

は域内の全般的発展に基づく平和、繁栄、発展の東アジア共同体の設立を望んでおり、そ

のための地域政府間協働を通じた経済、財政・金融、政治・安保、環境・エネルギー、社

会・文化・教育、という五つの協力分野を具体的に提示している 18）。

　さらに、域内 FTA の拡散が ASEAN ＋３の制度化と関連して、地域政府間協働を中心

に東アジア共同体に関する論議を促進する実質的な結果を残した。例えば、2003 年 5 月

には「東アジア・シンクタンク・ネットワーク’が北京で設立され、2003 年 12 月には「東

アジアフォーラム」がソウルで開催され、2004 年 5 月には東京で「東アジア共同体評議会」

が設立された。これらの動きは、「域内の機能的協力と統合を制度的に強化し、信頼、互恵、

共生の地域共同体を建設することにより、平和と繁栄の東（北）アジア時代を実現してい

くこと」を目的としている 19）。特に域内国家の FTA 推進戦略を通じた域内経済協働体設

立に向けての動きは、政治経済的な領域から利害関係が広がり、地域政府間協働をベース

に、より包括的な東アジア共同体の形成を促進させるであろう。

2．韓国の FTA 推進戦略に対する批判的検討

　伝統的に韓国は新重商主義的経済発展モデルを採択し、「輸出指向的産業化（export-led 

industrialization）」政策に基づき、国内市場に対する各種保護措置を整備して対外通商政

策を展開してきた 20）。しかし 1990 年代に入り韓国はウルグアイ・ラウンドをめぐる国内

外の対立、経済協力開発機構（OECD：Organization for Cooperation and Development）

加入後の世界化政策としての不平等な開放、WTO 体制への消極的対応の結果生じた国

内構造調整の遅延などの政治経済状況の変化により、対外通商政策の全面的な修正が不

可避となった。特に 1997 ～ 98 年の経済危機による国際通貨基金（IMF：International 

Monetary Fund）体制は国民の意思とは関係なくアングロ ‐ アメリカン方式の貿易世界

化と自由化を推進し、韓国的通商政策から脱皮した FTA が新たな対外通商政策の戦略と

して樹立されるようになった。このような観点から、為替危機克服が絶対的な課題であっ

た当時の金大中政権は、世界的な地域主義の広がりによる輸出環境悪化を防止し、国内市

場拡大による投資促進効果を得るために FTA 推進に積極的な態度を見せた。

　韓国の FTA 推進は 1998 年 11 月、最初の相手国としてチリに着目し、2002 年 10 月の

妥結をきっかけに従来式の用心深くて慎重なアプローチから脱皮し、政策的に焦って推進

する様相を呈した。盧武鉉政権は 2003 年 8 月、対外経済長官会議を経て韓国の FTA 推

進ロードマップを決定した。翌年 4 月、外交通商部は相手国の選定について多少変更を加

えた「保安ロードマップ」を提示したが、基本的枠組みは既存のロードマップから大きく

外れることはなかった。以後、2005 年に財政経済部の主導で推進された「先進通商国家」

プロジェクト達成のための手段として、FTA が韓国の対外通商戦略に反映されるように
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なった。韓国の FTA 推進戦略の核心は巨大先進経済圏と同時多発的に包括的で高いレベ

ルの FTA を妥結するということにまとめられる。究極的には巨大先進経済圏であるアメ

リカ、日本、中国、EU などとの妥結を目指しつつ、成功的に推進するために周辺国家と

の FTA にも注力している。表１は 2007 年 6 月現在の韓国の FTA 推進現況である。

表１　韓国の FTA推進現況（2007 年 6月現在）

段階 対象 現況 内容
発効／

交渉完了

チリ 1999 年 9 月交渉開始

2002 年 10 月交渉妥結

2004 年 4 月 発効

韓国初の FTA 相手国。脱地域主義 FTA 締

結の最初の事例。中南米市場進出の橋頭堡

確保。対外開放意思の表明。
シンガポール 2003 年 10 月交渉開始

2004 年 11 月交渉妥結

2006 年 3 月発効

国際的ビジネス拠点との戦略的連携。東北

アジアと東南アジアを連結する橋頭堡確保。

包括的 FTA として貿易・投資の拡大及び

円滑化、開城工団生産製品の海外販路開拓

のための先例構築。
EFT 2004 年 12 月交渉開始

2005 年 7 月交渉妥結

2006 年 9 月発効

先進経済圏と欧州経済圏との FTA 締

結による効果の極大化を期待。産業の

相互補完性により相互利益増大が期待。

ヨーロッパにおける韓国商品の認知度

向上。
ASEAN 2004 年 11 月交渉開始

2006 年 4 月（商品分野）

交渉妥結

2007 年 6 月（商品分野）

発効

初めて巨大経済圏と締結した FTA。  

アメリカ 2006 年 2 月交渉開始

2007 年交渉妥結

2007 年 6 月追加交渉／

妥結

8 次にわたる公式交渉と 2 次の追加交渉後

に妥結。アメリカが要求した 4 大先決課題

を先に受け入れ、その後に交渉するという

非対称的交渉。
交渉中 日本 2003 年 10 月交渉開始

2004 年 11 月膠着状態

貿易及び商品譲歩案などの争点で決裂。第

6 次交渉で中断。
ASEAN 2007 年 4 月第 17 次交

渉終了（サービス投資

分野の）交渉継続

2007 年 11 月までの交渉妥結を目標に進行

中。
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交渉中 メキシコ 2005 年 9 月第 1 次交渉

開始以来第 3 次交渉終

了（2006 年 6 月）

メキシコは国内政治問題により‘日本を除

くその他国家との交渉中断’。事実上中断状

態。
カナダ 2005 年 7 月第 1 次交渉

開始以来第 10 次交渉

終了（2007 年 4 月）

商品分野の一部品目の合意を導出及び早期

交渉を目標

インド 2006 年 3 月 第 1 次 交

渉開始以来第 6 次交渉

終了（2007 年 4 月）

ASEAN- インド FTA よりも早い水準で進

行。日本と中国に比べて韓国が選考する位

置で交渉進行 
EU 2007 年 5 月第 1 次交渉

開始

アメリカに次ぐ最大経済圏との FTA 推進

開始
検討中 MERCOSUR 2005 年 5 月韓国 ‐ メ

ルコスル FTA 共同研

究 第 1 次会議開催以

来第6次会議終了（2006

年 10 月）

韓国の交易及び海外投資パートナーとして

その重要性が高まっている。

中国 2007 年 3 月韓国―中国

FTA 産学協働研究 第

1 次会議開催

政府間レベルで積極的意思を表明。

GCC 2007 年 3 月 韓 国 ―

GCCFTA 推進合議

安定的原油確保のために積極的実行意思を

表明。
中・長期的

検討

東北アジア 2003 年 10 月非公式共

同研究開始に合意 

共同研究中。

ASEAN ＋３

EAFTA

2007 年から政府案検

討開始、トラック―Ⅱ

レベルの民間研究所で

2009 年交渉開始、2011

年締結、2020 年完全自

由化提示

東アジア経済統合の究極的な目標；世界政

治経済の調和ある発展を提示

出所：韓国外交通商部通商交渉本部（http://www.fta.go.kr/user/fta_korea/policy.asp：

2007 年 6 月 30 日アクセス）を参考に筆者が要約。

　ここで確認すべき点は 盧武鉉政権の FTA 推進戦略と東アジア地域主義発展に対する

立場はどのようなものであるのかという問題である。 盧武鉉政権は東（北）アジア時代

構想を実現するため、金大中政権の東北アジア経済中心推進委員会を継承した東北アジア

時代委員会を設けて、東アジア地域主義の肯定的な発展を目指すように思われた。これは
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盧武鉉政権の初期 FTA 推進戦略が金大中政権時に構想された東アジア地域主義の「ハブ

国家論」を支持し、域内政府間協働の重要性を強調しつつ FTA 推進戦略を履行してきた

ためである 21）。ここで興味深いのは 2003 年と 2004 年の FTA ロードマップでは日本が最

優先対象国であり、その次が ASEAN、中国を中心とする東アジア諸国、そして中 ‐ 長

期的にアメリカと EU の順で推進しようとする動きが見えたことである 22）。

　しかし金大中政権の地域主義を継承するように見えた東（北）アジア時代構想は、2006

年から米韓 FTA 中心へと対外通商政策を急旋回し始めた。 盧武鉉大統領は、米韓 FTA

は「我々が主導的な状況をつくり、我々が提案して達成したことであり、その間、様々

な戦略について報告を受けた後、慎重に考えて決定したものである」と明らかにした 23）。

このような FTA 推進戦略は、韓国が地域政府間協働を無視して東アジア共同体の構築は

おろか、対立と分裂を触発する導火線として作用するものと判断される。 盧武鉉政権の

FTA 推進戦略は地域政府間協働なしに、地域を越えた経済的妥当性、政治的含み、相手

国の意思、巨大先進経済圏との統合における橋頭堡確保の確保などを基準に当面の目に見

える国益の拡大という側面を考慮し、対象国を選択したのである。従って盧武鉉政権は自

国の対外通商政策目標と経済発展戦略、そして経済的効果と構造調整コストに関する結

果と含意を綿密に検討して、推進相手国と地域の選定を総括的利益と原則を考慮しつつ

FTA を推進しなければならないのである。こうした脈略から韓国の FTA 推進戦略に対

して次のような問題点が指摘される。

　まず推進戦略に対する体系的アプローチが不十分であるという点である。外交通商部通

商交渉本部が発刊した「FTA ロードマップ」は 20 ページ余りに過ぎない略式報告書の

形式であり、FTA 推進環境の必要性、方向性、国内対策、対象国選定基準、推進計画に

関する概括的なスケジュールを提示するだけで具体的な内容には言及していない。この報

告書は FTA 拡散の必要性だけを強調して、守るべき体系的原則については詳述していな

い。FTA 推進戦略において「順序とスピードを合わせること」は大変重要な原則である。

しかしながら韓国の FTA 推進戦略は対象国の選定基準や中間もしくは最終目標の達成時

期、推進策などについては言及しておらず、状況的選択の論理で当面の国益拡大という側

面から巨大先進経済圏との FTA 妥結を究極の目標にしている。このような韓国の FTA

ロードマップは体系的アプローチというよりも、むしろ焦燥感のある任意的アプローチの

属性を内包している 24）。

　二つ目は、外交安保分野との連携が不十分であるという点である。FTA は外交安保政

策をベースに樹立される対外通商戦略である。にもかかわらず盧武鉉政権の FTA 推進体

系は、外交安保分野の司令塔である国家安全保障会議（NSC）と対外経済分野の最高議

決機構である対外経済長官議会間の連携が殆どなされていないのが現実である。例えば、

2006 年 3 月 27 日、ジョンテイン前国民経済秘書官は CBS ラジオとのインタビューで「米

韓 FTA の推進決定は NSC との協議もなく準備なしの状態で拙速に下された」と指摘し、
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FTA 推進戦略の樹立において、経済的開放論者の主導を牽制できる外交・安保的慎重論

者の参加必要性を明らかにした 25）。更に東（北）アジア国家に対する地域戦略樹立につい

ても、中−長期的戦略を樹立する東北アジア委員会と対外経済委員会間の協議体系がほぼ

皆無である。これは経済部処中心に構成された対外経済長官会議が FTA の最高意思決定

機構であり、外交通商部内にも通商交渉本部が実際上主導するという推進体系上の問題に

起因すると言える。

　三つ目は、国民の共感を十分に得ていないという点である。2006 年 5 月 19 日、盧武鉉

政権は FTA 推進が海外市場確保、外国人投資の誘致、そして開放を通じた生産性確保だ

と説明しつつ、「開放は選択ではなくて生き残り戦略」だと強調している 26）。しかし国民

の意見を収斂できない開放は、利益を得る集団と不利益を被る集団が鋭く対立を生み、国

内の社会経済的苦痛を惹起させる。従って盧武鉉政権の FTA 推進戦略は国民から妥当性

と名分を得るのに限界があると思われる。これらの問題を補完するために盧武鉉政権は

2004 年 5 月「自由貿易協定締結手順規定（大統領訓令 121 号）」を制定し、公聴会を通じ

て利害関係者たちの意見を聴取し、意見を収斂して推進戦略に反映しようと措置をとった。

この規定による FTA 推進手順は、公聴会などのような制度的メカニズムを構築して広範

囲な意見収斂を経て国民的合意を形成し、民間専門家の参加を拡大して徐々に透明性を確

保していくことを目的にしている。それにも関わらず韓国の FTA 推進形態は‘民間の諮

問や利害関係者の意見収斂は形だけのもの’に留まっており、FTA 締結の時国内被害集

団に対する「利益の反映が適切に行われる可能性は極めて低い」のが現実である 27）。

3．日韓 FTA―地域政府間の協働によらない状況的地域主義

　日韓 FTA は 1998 年 10 月東京と 1999 年 3 月ソウルで開催された金大中大統領と小渕

恵三首相の首脳会談の結果である「21 世紀に向けての新たな日韓パートナーシップ」と

「日韓経済協力議題 21」という共同声明を通じてその推進背景を確認できる。このような

友好的な日韓関係を背景に展開された両国政府間協働は、FTA 推進について論議を加速

化させた。特に 1998 年 9 月、駐韓日本大使の小倉和夫が韓国の全経連で始めて日韓 FTA

の必要性を提示し公式に提案をしたが 28）、これを契機に両国間の FTA に関する話し合い

を行うための動きが政府レベルで広がりはじめた。例を挙げると 1998 年 11 月、鹿児島で

開催された日韓閣僚会談で両国はFTA推進に関する共同研究を始めることに合意した 29）。

この合意をもとに韓国対外経済政策研究院（KIEP）と日本貿易振興会（JETRO）傘下の

アジア経済研究所（IDE）は国策研究所間での共同研究に着手した。これにとどまらず両

国政府は日韓 FTA 推進をより具体化するための努力により、韓国の全経連と日本の経団

連などに対し「日韓ビジネスフォーラム」の設置を奨励し、更には日韓 FTA 推進を担当

する政府の実務担当者、財界の政策助言者、学会の専門家を含む両国の産・学・官共同研
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究会を設立することを提案した 30）。

　以上のように日韓 FTA は、1998 年 12 月から 2004 年 4 月まで国策研究機関間での共

同研究、2001 年 9 月から 2002 年 1 月までの財界レベルでの FTA ビジネスフォーラム、

2002 年 7 月から 2003 年 10 月までの産・官・学共同研究に至るまで、5 年間にわたる事前

協議を経て両国は交渉開始に公式に合意した。日韓 FTA 交渉は 2003 年 12 月の政府間交

渉を皮切りに 6 回行われたが、2004 年 11 月の交渉を最後にこう着状態となった。日韓政

府は商品貿易分科会、非関税措置分科会、投資・サービス分科会、その他貿易イシュー分

科会、紛争解決分科会、協力分科会の六つの分科会を設けて統合協定文を作成したにもか

かわらず、商品譲歩案に対しては、両国の立場の違いから激しく対立した。このような交

渉の停滞の根本的な原因は、両国間の産業構造が競合関係にあるうえ、産業競争力や関税

構造が非常に非対称的であるため、利害関係が厳しく対立したことによるものである。表 2

は日韓 FTA の交渉過程を要約したものである。

表２　日韓 FTA交渉課程

公式交渉 時期 場所 内容
共同声明 2003 年 10 月 20 日 バンコク 両国首脳、政府間公式交渉の開始に合意
第 1 次 2003 年 12 月 22 日 ソウル 政府レベル交渉開始
第 2 次 2004 年 2 月 23 ～ 25 日 東京 分科会ごとに主要イシューに対する意見交換
第 3 次 2004 年 4 月 26 ～ 28 日 ソウル 協定文草案に関する意見交換、協定文案に関す

る論議
第 4 次 2004 年 6 月 23 ～ 25 日 東京 六つの協定分科会別に争点基礎を論議
第 5 次 2004 年 8 月 23 ～ 25 日 慶州 統合協定文作成
第 6 次 2004 年 11 月 1 ～ 3 日 東京 協議（合意に至らず）

出 所： 韓 国 外 交 通 商 部 通 商 交 渉 本 部（http://www.fta.go.kr/user/fta_korea/info.

asp?country_idx=12：2007 年 6 月 30 日アクセス）を参考に筆者が要約。

　上の表２から分かるように、両国は第 6 次 FTA 交渉で商品譲歩案に合意できなかっ

たため、2007 年 6 月現在まで日韓 FTA 交渉が中断された状態である。このように日韓

FTA での主要な争点は「貿易」、特に「商品貿易」であって、その中でも「関税撤廃」に

関する問題である。従って、関税撤廃による損益が両国の産業にどんな影響を与えるのか、

または関税撤廃の損益を他の項目でどのように補完するかが日韓 FTA の成否を左右する

評価基準になるものと思われる。

　KIEP と JETRO―IDE の共同研究によると、日韓 FTA 妥結時には、両国は中 ‐ 長期

的に経済利益を得られるという結論が出されたが、韓国は日本に比べて短期的に経済的損

害を被るという指摘も同時に示された 31）。一方、日本は関税撤廃による短期的利益を得ら

れる上、市場規模の拡大、標準モデルの統一、経済効率化などの中 ‐ 長期的利益をも増
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大すると予想される。韓国は短期的には関税撤廃の影響で対日貿易収支が一層悪化するが、

中 ‐ 長期的には日本の非関税障壁の撤廃、生産性の向上による貿易収支の改善、日本資

本の海外投資流入により、直接投資の誘致拡大などの経済的効果を得られるものと予想さ

れる 32）。

　イシヨンとジョンソンヒは日韓 FTA を政治経済的側面で分析したシミュレーションを

次のように示している。日韓 FTA が妥結した場合、韓国はまず軽工業分野で対日競争優

位が予想される反面、精密機械産業に被害が集中する。次に、韓国の農業は日本に対して

競争優位に立てない。また FTA 推進の必要性と経済的効果に対しては肯定的に評価され

ているにもかかわらず、両国の FTA 妥結までには歴史認識の違いなどによる規範的対立、

被害を受ける産業の抵抗のような政策実行の取引費用などの障壁が存在するという 33）。

　このような根本的な問題と共に、農水産物市場開放枠をめぐる見解の違いは日韓両国の

交渉当事者間の感情的な対立をさらに深いものにした。特に農水産物の譲歩において、韓

国政府が 90％水準の譲歩を要求したにもかかわらず、日本は 50％水準の譲歩案を提示し

た。さらに日本がそれまで維持してきた 250 万束の海苔の輸入クォーターを 2004 年から

第三国に配分しはじめ、韓国政府が日本の水産物に対する輸入数量制限措置を WTO に提

訴するなど両国の関係が急速に悪化し、交渉が瓦解し始めた 34）。日本の農水産業界の反発

など国内の制約により交渉が厳しくなったのは事実だが、交渉自体が長期こう着したこと

については、韓国政府の過失も原因であることは否定できない事実である 35）。日韓 FTA

交渉が継続されなかった原因は、両国政府間協働の不在による国内の政策的合意が困難で

あり、特に国内での否定的な世論を憂慮した韓国政府の消極的な態度による部分が大きい。

　日韓 FTA は東アジア地域主義発展の求心点に成り得る。なぜならば日韓 FTA の域

内諸国に FTA 便乗戦略を選択するよう促進すると同時に、域内の政府間協働を促進で

きるよう誘導するためである。2003 年 10 月に発表した日韓 FTA 産・官・学共同研究会

議「最終報告書」によると、日韓 FTA は韓・中・日 FTA を発展させる架け橋の役割と

EAFTA を実現する基礎になる上、究極的には地域政府間協働を構築し、東アジア地域主

義発展に貢献するとしている 36）。

　にもかかわらず日韓 FTA に対する韓国の推進戦略は東アジアの地域政府間協働を考慮

せず、数式中心の短期的経済論理による打算的計算と理念中心の近視眼的同盟論理の反省

なき帰結として対応しているのが現実である。日韓 FTA は地域政府間協働なしの状況的

地域主義に便乗している。ここでいう状況的地域主義とは日韓両国が互いの国益として、

両国間で共有できる利益を地域的利益として昇華させようとする努力よりも、現実的に自

分が優位の立場に立とうとする「自己中心的競争」の所産であると言える 37）。日韓 FTA

がこのような状況的地域主義の中にあるのは韓国の FTA 戦略に起因している。

　第一に、東（北）アジアというカテゴリーの曖昧さである。盧武鉉政権は東（北）アジ

アを「我々の過去の歴史と密接に関連しており、未来にわたり我々の運命に関わりを持つ



− 161 −

韓国の FTA 推進戦略と東アジア地域主義

国家が含まれるべきである」と述べている 38）。従って盧武鉉政権は東（北）アジアを韓国、

北朝鮮、中国、日本、アメリカ、ロシアの 6 カ国とモンゴルを中心的なカテゴリーに含め、

ASEAN10 カ国を東（南）アジアというカテゴリーで定めている。しかしこのような定義

づけが、東（北）アジアに対するカテゴリーのアイデンティティを混乱させているのが現

実である。なぜならば韓国は「開放的地域主義」の原則に基づいてアメリカ、ロシア、モ

ンゴルを東（北）アジアのカテゴリーとしているが、果たして彼らも我々と同じように地

域的同一性が東（北）アジアに属すると間がるであろうかという疑問が生じるためである。

これは韓国中心的思考から出発した理想論である。東（北）アジア構想が効率的に実行さ

れるためには、日韓 FTA は中韓 FTA と共にその中核とならなければならない。しかし

日韓 FTA は交渉が進展せず、中韓 FTA は画期的な政治的決断なしには交渉を進めるの

が難しいというのが現実である。従って、東（北）アジアというカテゴリーの明確化は、

今後韓国の FTA 推進戦略の方向性と地域構想において重要な意味を持つ。

　2 番目は、政治統合過程の欠如である。日韓 FTA 推進に伴う最も大きな困難は、多様

な利害集団との交渉により、国民的合意が形成できないことである。なぜならば盧武鉉政

権の FTA 推進メカニズムは、国会と利益関係者の関与が排除されることにより、深刻な

国論分裂を招く様相を呈しているためである。これは盧武鉉政権の主張する「ハイレベル」

の FTA 推進戦略に対するジレンマである。日韓 FTA において「ハイレベル」を志向す

るほど交渉時間は長期化し、利害関係は複雑に絡み合うため、統合された調整能力が要求

される。従って、韓国の FTA 推進戦略が統合されて、一貫性を維持しようとすれば政府

の国策研究所と各産業の担当部署、業界、消費者団体、主要企業間の情報共有や、市民団

体や労働組合を対象にした政策の説明などの努力による政治統合の過程が必要である。

　3 番目は、規範的障壁に対する認識の違いである。日韓 FTA 交渉の膠着は、経済的要

因だけでなく、両国の歴史認識の違いによる規範的原因にも起因している。2004 年 11 月

以降、日韓 FTA 交渉が停滞している表面的理由は商品譲歩案で合意できなかったためで

あるが、より根本的な原因は歴史問題による盧武鉉政権と小泉政権との間の政治的葛藤で

ある。特に、韓国国民の根深い反日感情は、日韓 FTA 妥結で被害を受ける産業が危機に

直面した際に、非常に高い規範の障壁を築くであろう。どんなに日韓 FTA に相互経済的

利益が存在するとしても、靖国神社参拝、歴史教科書問題などのような歴史問題を乗り越

えて、国民的な共感帯を得られない限り、FTA 推進の最大の障害として作用する 39）。従っ

て、日韓 FTA を成功的に推進するためには、いかにして歴史問題による両国の規範的障

壁を低くするのかという問いに対する答えを探すことが今後の課題である 40）。

4．米韓 FTA―地域政府間協働を超えた脱地域主義

　米韓 FTA に対する論議は 2004 年 11 月、FTA 推進についての実務的な検討と同時に、
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2005 年上半期まで行われた 3 次にわたる事前実務点検会議を開催したことからスタート

した。特に 2005 年 9 月 20 日の両国首脳間の電話会談と 2005 年 11 月 17 日に慶州で行わ

れた首脳会談以降、米韓 FTA 論議は一気に弾みをつけた。米韓 FTA を韓国政府が推進

しているということが韓国国民に初めて明かされたのは 2006 年 1 月 18 日に行われた盧武

鉉大統領の元旦国政演説である。盧武鉉大統領は世界化と自由化にうまく対処するため、

米韓 FTA を推進しつつ積極的な開放と効率的競争のための制度的な枠組みをつくり、米

韓 FTA を韓国経済を先進化させる機会と捉えることを表明した。

　しかし、アメリカ政府は牛肉輸入規制の緩和、健康保険薬剤価格の現行維持、自動車排

気ガスの排出基準緩和、スクリーンクォーター制の縮小などの 4 大通商懸案事項の解決な

しに米韓 FTA を妥結するのは時期尚早だという強硬な立場を堅持し続けた。2006 年 1 月

21 日、米韓 FTA 推進が差し迫った韓国政府は、アメリカ政府が要求する四つの規制項目

の縮小もしくは廃止を受け入れる約束をした。このような韓国の立場は日韓 FTA 交渉が

進展しないことで FTA の推進実績が全般的に低調であること、中国が先に提案してきた

中韓 FTA に対して簡単に応ずるのが難しい時期的状況などが作用したためである。結果

的に韓国政府は米韓 FTA 妥結のための産・官・学共同研究や十分な事前検討なしに電撃

的に米韓 FTA の推進を決定したようである 41）。

　2006 年 2 月 3 日、韓国のキムホンジョン通商交渉本部長とアメリカのロバート・ポー

トマン（Robert Portman）通商代表部（USTR）代表はワシントンの米上院で米韓 FTA

推進についての共同記者会見を開き、政府間公式交渉開始を宣言した。このように米韓

FTA 交渉のスタートを早々に宣言したのは、アメリカの行政部に付与されていた貿易促

進権限（TPA：Trade Promotion Act）が 2007 年 6 月 30 日に満了となるため、満了の

90 日前までに交渉を妥結して協定を締結するための時間を少しでも多く確保しようとい

う両国政府の強い意志があったからである。米韓 FTA 交渉は 2006 年 3 月と 4 月に 2 次

の非公式事前準備協議を開催後、2007 年 3 月まで計 8 回行われ、2007 年 3 月、高位級交

渉と通商長官会談で合意に至り 2007 年 4 月 2 日、米韓 FTA 協商が妥結された。

　米韓 FTA 交渉妥結の結果を具体的に見ると次のとおりである。韓国は、農業分野では

現行 40％である牛肉関税を今後 15 年間で段階的に廃止することに合意し、オレンジなど

の果物は季節関税を付加して被害を最小化するようにした。自動車分野ではアメリカは

3000cc 級未満の自動車関税を即時撤廃し、3000cc 級以上は 3 年後までに段階的に廃止す

ることにした。韓国はこのようなアメリカの要求を一部受け入れ現行 5 段階の自動車保有

税を大型、中型、小型の 3 段階に簡素化することに同意した。スクリーンクォーター制が

現行 73 日の上映日数をそれ以上増やせないようになり、知的財産権の認定期間も現行 50

年から 70 年に延長された。また医薬品分野では新薬の特許期間延長を求めるアメリカの

立場を韓国政府が受け入れた。総合的に農業と自動車分野は韓国の判定勝であったが、ス

クリーンクォーター制、知的財産権、医薬品分野では判定負けとなった 42）。
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　2007 年 6 月中旬、米韓 FTA 交渉妥結案を元に法律的作業を終えたアメリカは、行政部

と議会が合意した‘新通商政策’を米韓 FTA 協定に反映させるため、労働、環境、医薬品、

必須的安保、政府調達、港湾安全、投資など七つの分野に対する追加交渉を韓国に要求した。

これにより両国政府は 2007 年 6 月 21 ～ 22 日と同 25 ～ 26 日にかけて 2 回にわたる追加

交渉を行った。韓国が得た成果は、複製医薬品規制について FTA 協定発効後 18 ヶ月間

の猶予期間と専門職ビザクォーターに関する口頭の約束の 2 つに過ぎなかったが、アメリ

カは韓国に要求した全ての分野の要求を実現した。これにより米韓 FTA は交渉スタート

が宣言されて以来、約 1 年 4 ヶ月間の政府間交渉を終えて、発効のための両国議会の承認

のみが残っている状態である。表３は米韓 FTA の交渉過程を整理したものである。

表３　米韓 FTA交渉過程

公式交渉 期間 場所 内容
共同声明 2006 年 2 月 3 日 ワシントン 米韓 FTA 推進発表
第 1 次 2006 年 6 月 5 ～ 9 日 ワシントン 両国間の統合協定文作成
第 2 次 2006 年 7 月 10 ～ 14 日 ソウル 金融国境間取引許容、

サービス投資留保案交換
第 3 次 2006 年 9 月 6 ～ 9 日 シアトル 関税譲歩案協議、

サービス投資留保案確認作業
第 4 次 2006 年 10 月 23 ～ 27 日 濟州 商品譲歩案の不均衡一定水準解消
第 5 次 2006 年 12 月 4 ～ 8 日 モンタナ 商品、貿易、サービス、知的財産

権などの分野に進展
第 6 次 2007 年 1 月 15 ～ 19 日 ソウル 農業と金融分野で一部合意
第 7 次 2007 年 2 月 11 ～ 14 日 ワシントン 商品貿易分野で実質的妥結、

妥結のための土台
第 8 次 2007 年 3 月 8 ～ 12 日 ソウル 技術障壁、環境、電子商取引

分野妥結
高位級交渉 2007 年 3 月 19 ～ 22 日 ワシントン 総体的妥結の枠組みの整備

通商長官会議 2007 年 3 月 26 日～ 4 月 2 日 ソウル 2007 年 4 月 2 日米韓 FTA 交渉妥

結
追加交渉 第 1 次：2007 年 6 月 21 ～ 22 日 ソウル 両国の立場の確認のみで成果なし

に終わる。
第 2 次：2007 年 6 月 25 ～ 26 日 ワシントン アメリカ側の要求殆ど受け入れ

2007 年 6 月 29 日 ワシントン 追加交渉最終妥結
協定文署名 2007 年 6 月 30 日 ワシントン 米韓 FTA 協定文署名

出 所： 韓 国 外 交 通 商 部 通 商 交 渉 本 部（http://www.fta.go.kr/user/fta_korea/info.

asp?country_idx=19：2007 年 7 月 5 日アクセス）を参考に要約。
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　米韓 FTA は非対称的構図で交渉が展開された。前文において言及したように、韓国は

交渉の争点である 4 大先決条件を防御的姿勢で一定のラインを維持することを目標にした

が、アメリカは攻撃的な姿勢で市場開放を要求してきた。にもかかわらず、なぜ盧武鉉政

権はアメリカの 4 大先決条件を全て受け入れてまでして米韓 FTA 推進に執着したのか。

この問いに対する韓国政府の詳しい説明はない。ただ比喩的な回答として、ハンドクス経

済副総理は米韓 FTA が単純な輸出市場確保というレベルを超えて、韓国経済の先進国跳

躍と米韓同盟関係を強固にする包括的価値を創出すると逆説した 43）。つまり、米韓 FTA

は両国政府の状況的必要性によって選択された戦略なのである。アメリカの立場では米韓

FTA は北朝鮮の核問題解決及び対中国牽制を通じて環太平洋地域の経済的連携を堅固に

し、アメリカが東アジア地域主義に浸透もしくは介入しようとする中 ‐ 長期的布石戦略

であるが、韓国の立場では駐韓米軍の戦略的柔軟性による同盟の亀裂を縫合し、同時に巨

大先進経済圏との経済統合を通じて東（北）アジアのハブとしての第一歩を踏み出そうと

する対応戦略である 44）。

　ここで我々がもっと考えるべきことは、果たして米韓 FTA と東アジア地域主義は調和

しながら発展できるのかについての検討である。ユテファン 45）は米韓 FTA を、中 ‐ 長

期的に経済的自由化を東（北）アジアに伝播する通路になるが、産業構造の高度化と国際

競争力の引き上げという盧武鉉政権の FTA 推進戦略に逆行する可能性と東アジア地域政

府間協働を挫折させる障害要因として作用するとの評価を下している。しかし盧武鉉政権

は米韓 FTA を通じて韓国が東（北）アジアの均衡者としての役割を強化する可能性があ

るため、東アジア地域主義発展にも肯定的な効果を与えると主張している。しかしこうし

た韓国の FTA 推進戦略は論理的に矛盾があるため、東アジア地域政府間協働よりも葛藤

を触発させる要因として転落する可能性も排除できない。米韓 FTA は地域政府間協働か

ら逸脱しており、脱地域主義の属性を備えている。脱地域主義とは米韓両国が地域単位を

超えてお互いの国益のために域内の戦略的パートナーとして採択して両国の役割を補完す

る方式で新自由主義世界化に便乗することである。このような脱地域主義に便乗している

米韓 FTA が韓国の FTA 推進戦略においてどのような意味を持つのか調べてみる必要が

ある。

　まず、非対称的な新自由主義的 FTA モデルが東アジアに浸透する。盧武鉉政権は経済

システムの先進化のためのグローバル・スタンダード導入のための手段として米韓 FTA

交渉を推進した。しかし、アメリカは韓国に農産物市場はもちろん金融、医療、教育、放送、

労働・環境など重要な公共政策分野にまで対しても包括的な開放を要求してきたというこ

とだ。これらは、防御的立場をとってきた韓国社会に広範囲に及ぶ新自由主義的構造改革

を伴わせ、両極化解消はおろか社会統合の基盤までも揺さぶるものと予想される。アメリ

カの FTA 推進方式は東アジア諸国が志向する FTA モデルと比較できる。例えば、日本

が推進している経済連携協定（EPA：Economic　Partnership　Agreement）は交渉対象
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国の経済発展支援や経済協力を考慮するだけではなく、中−長期的な相互利益のための科

学技術の発展、人的資源開発などを含む発展志向的協力関係を追求している 46）。このよう

な観点から見ると、韓国は米韓 FTA を通じてアングロ−アメリカン方式の非対称的な新

自由主義的 FTA モデルを採択し、結果的にアメリカが東アジア地域主義に浸透するため

の基盤を提供したのである。

　二つ目は、アメリカのアジア−太平洋戦略に便乗しているという点である。アメリカは

政治・軍事的次元においては勿論のこと、経済的次元でも東アジア地域主義に浸透もしく

は介入するための努力を続けている。2006 年 2 月 3 日、ブッシュ大統領の政治演説によ

ると、米韓 FTA 推進は両国に重要な戦略的利益を与えるし、アメリカの東アジア介入を

増進させるきっかけを与えると強調した 47）。これはアメリカの対アジア−太平洋戦略の

テキストとも言えるアーミテージ・ナイ・レポートを元にアメリカ政府が米韓 FTA の役

割を含蓄して表現したものである。同報告書によるとアメリカの世界戦略の核心はアジ

ア ‐ 太平洋で東アジア戦略の核心は日米同盟であるということが明らかにされている 48）。

従って、アメリカは東アジア地域に効率的に介入するための日米同盟を補助する支えとし

て、米韓 FTA を通じた米韓同盟の強化を目指している。米韓 FTA 協定文の前文を見ると、

‘アジア太平洋地域での貿易及び投資に対する障壁縮小を追求することによって、同地域

での経済的指導力を拡大することを決議’するとしている。これはアメリカが自分を排除

した東アジア地域主義の制度化を憂慮しており、米韓 FTA を通じて自分たちがリードす

るアジア−太平洋地域主義を通じて東アジアの覇権を維持しようとする意図が込められて

いる。

　三つ目、北朝鮮の問題で弱体化した米韓同盟を米韓 FTA で強化しようとする意図であ

る。 盧武鉉政権は北朝鮮問題で疎遠になりはじめた米韓関係が、駐韓米軍の戦略的柔軟

性の問題、平澤米軍基地拡張移転問題、戦時作戦権・統制権の返還等の問題により、同

盟関係に亀裂が生じていると認識した。従って、盧武鉉政権は北朝鮮の核問題をはじめ

とする北朝鮮問題を平和的に解決するための手段として、選択的に米韓 FTA 推進を急い

だのである。なぜならば北朝鮮問題を柔軟に解決するためにはアメリカの協力が必要だ

からである。また開城工業団地を米韓 FTA のイシュー化し、アメリカの北朝鮮封鎖政策

（Containment Policy）を宥和政策に変化させる基盤にした。これは盧武鉉政権が北朝鮮

問題をめぐる米国との葛藤により、「東（北）アジア時代の具現」という政策目標を持続

することが困難であると判断したためである。つまり米韓 FTA は盧武鉉政権の外交政策

が‘東北アジア均衡者’からアメリカの体制追従者へと役割が転換したことを反映してい

る。
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おわりに

　本研究は韓国の FTA 推進戦略が東アジア地域主義発展を促進させるよりは亀裂を深化

させる方向に進んでいるという理論的仮説を、日韓 FTA と米韓 FTA の事例を通じて経

験的に立証している。そのために「地域政府間協働」という概念を分析のツールとして活

用し、韓国の FTA 推進戦略を包括的に検討することに焦点を置いている。韓国の FTA

推進戦略は巨大先進経済圏と同時多発的に、包括的で高い水準の FTA 推進を志向してお

り、開放を通じた生産性確保を目的にしている。このような FTA 推進戦略は地域政府間

協働を無視して東アジアの RTA、地域結束力、地域共同体構築の阻害要因として作用す

るため、無批判的開放至上主義式の推進戦略は控えるべきである。

　日韓 FTA は東アジア地域経済統合の速さと東アジア地域主義の方向性を大きく左右す

る変数になる。これは日韓 FTA が、地域政府間協働なしで形成される相互不信と葛藤が

状況的地域主義を拡散させる触媒としての役割を果たしているからである。韓国の FTA

推進戦略は東北アジアというカテゴリーの曖昧さ、政治統合過程の限界、規範的障壁に対

する認識的対立など状況的地域主義を煽る結果になった。特に FTA 推進戦略と東アジア

地域主義を連携させた盧武鉉政府の東（北）アジア・ハブ構想は物流など一部のプロジェ

クトを除き、具体性が欠如しており、経済政策の方向性の不在が日韓 FTA に対する否定

的環境造成へと誘導している。

　米韓 FTA は貿易自由化を東アジアに伝播する通路の役割を果たすが、両極化解消や東

（北）アジアのハブ構想に逆行する可能性がある。これは盧武鉉政権が主張している「平

和と繁栄の東（北）アジア時代の具現」は外交目標の挫折や、予想外の中国からの FTA

提案、日韓 FTA の中断、そして他律的改革に対する危機によって米韓 FTA 推進を決定

したと判断できるからである。しかし、米韓 FTA は 4 大通商懸案事項を先決条件として

提示してきたアメリカ側の要求を受け入れることによって可能であった推進だったため、

交渉は非対称的構造でスタートし、結果も予想し難い波及効果を及ぼすと考えられる。こ

のような韓国の FTA 推進戦略はアングロ ‐ アメリカン方式の新自由主義の採択、アメ

リカのアジア−太平洋戦略への便乗、脱米から親米への回帰などのかたちで現れた。結果

的に米韓 FTA の妥結は地域政府間協働を超えて韓国の FTA 推進戦略が東アジアの「脱

地域化」そして‘脱地域主義’を拡散させる分岐点になるであろう。

　以上のように、韓国の FTA 推進戦略は東アジア地域主義の発展を阻害するかたちで進

んでいる。盧武鉉政権は東アジア地域主義発展を憂慮するアメリカの圧力と日本の役割増

大に対する牽制のために巨大先進経済圏と同時多発的に、包括的で高い水準の FTA 推進

を対応戦略として採択した。その結果、FTA 推進を担当する外交通商部通商交渉部の無

分別な開放論と誇示的成果主義を触発して盧武鉉政権の東アジア地域主義に対する政策目

標を揺さ振っているのが現実である。言いかえると、盧武鉉政権の FTA 推進戦略は韓国
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社会全般に新自由主義的論理を拡散させただけではなく、東アジアの地域協力と統合を挫

折させる基盤を提供するであろう。筆者は FTA 推進を賛成する立場である。但し、FTA

推進戦略の形態、方法において、盧武鉉政権と異なる見解をもっていることを本論文を通

じて明らかにしている。
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